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市場で販売等流通していないオリジナリティの高いもので，試作段階の商品を対象とし

ます。令和９年２月２６日（金）までに，開発商品の試作を完了し，事業期間中または

事業終了後，１年以内に商品化が可能な事業内容で，「呉市の魅力をアピールする特産

品または観光資源等を活用した土産品の新商品開発を行う事業」を対象とします。

補助対象となる事業

《対象経費》

①商品化全般に関するもの ④産業財産権出願・導入費

②商品化に向けた試験・分析に関するもの ⑤開発した商品のPR・販路開拓経費

③販売に向けた調査に関するもの

《補助率》

対象経費の３分の２以内（補助金の千円未満の金額は切り捨て）

《上限額》

１事業者あたり５０万円

対象経費，補助率及び上限額

仕組み
本補助金運営事務局として呉市産業部商工振興課が窓口となり，専門家チームとともに

以下の仕組みにより支援対象事業者への支援を行います。

応募手続きの概要等

《応募期間》

令和８年５月７日（木）から６月５日（金）１７時００分まで

《申請書作成及び提出》

①地域産品開発支援事業補助金交付申請書（第１号様式）

②事業計画書（第２号様式）

③収支予算書（第３号様式）

④事業者概要書（第４号様式）

⑤誓約書（第５号様式）

⑥ (法人の場合) 履歴事項全部証明書（提出日前３か月以内に発行されたもの）

(個人事業者の場合) 開業届・確定申告書の写し等

《提出先》

〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号

呉市商工振興課「呉市地域産品開発支援事業開発補助金」事務局宛

※提出については持参または郵送により受け付けます。

※FAX及び電子メールによる提出は受付できませんので、ご留意ください。

事業スケジュール

５月７日（木）

支援事業の選定
選定委員会を開き，補助金の交付対象者を決定します。

予算の範囲内で５事業者を予定しています。

（複数企業が連携して事業実施も可能ですが，補助対象は代表事業者のみとなります。）

補助事業実施期間等

《事業実施期間》

交付決定の日から令和９年２月２６日（金）まで

《主な留意事項》

補助経費の使途については，その根拠となる証拠証憑を整理し，本事業終了日の属する

年度の翌年度から５年間保存しなくてはなりません。

募集開始

申請期限
６月５日（金）
１７時００分まで

選定委員会
採択事業者決定

７月上旬ごろ

交付決定通知書発行

事業開始

７月上旬ごろ

ブラッシュアップ協議

（キックオフ）
取引のつまづきをなくす
実務勉強会も開催

７月下旬ごろ

１０月ごろ

１～２月ごろ

ブラッシュアップ協議

（中間審査）

ブラッシュアップ協議

（販路開拓）

完了報告書提出
事業完了後
２０日以内

補助金支払

補助事業者（企業）

専門家チーム

呉市（事務局）

①交付申請書等作成 ②交付申請書等提出 ③申請書等とりまとめ
④選定委員会
⑤採択事業者決定
⑥交付決定通知書発行

⑨ブラッシュアップ協議（キックオフ）

⑧事業開始

⑪ブラッシュアップ協議（中間審査）

⑫ブラッシュアップ協議（販路開拓）

⑩進捗状況報告

⑬完了報告書等作成 ⑮確定検査

⑦交付決定通知書送付

⑭完了報告書等提出

⑰確定通知書送付

⑱交付請求書作成 ⑲交付請求書提出

㉑補助金交付 ⑳補助金交付㉒補助金入金

⑯確定通知書発行


